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第４回インボイス制度導入対応研修会の開催について（御案内）

時下 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、会員の皆様におかれましては、来年１０月からのインボイス制度導入に向けて準備

を進めておられることと存じます。
インボイス制度は、会社実務に大きな負担となり、平成元年４月の消費税導入後、最大の

出来事といっても過言ではありません。
当会では、制度開始後の混乱を招くことがないよう、これまで説明会・研修会を重ねて

きておりますが、いまだに判断できない細かな部分が数多くございます。
インボイス制度は、これまでのように顧問の公認会計士・税理士先生にお任せすること

なく、自社で対応していくもので、経理担当者のみならず、すべての社員への理解が必要な
制度です。
併せて、取引先へもしっかりとした対応を求めていくべき制度です。
そうしたことから、１０月２４日(月)に、今年度第３回目の研修会を終了した後も、今後

の研修会開催を求める御意見をいただきましたので、下記により第４回目の研修会を開催
することとなりました。
今回の研修会は、インボイス制度の総ざらいとして、実務において迷いの残る点や判断に

苦しむ点なども盛り込んで、可能な限り、制度への理解を深めるものにしたいと存じます。
つきましては、御多用のことと存じますが、御出席いただきますよう御案内申し上げます。
なお、参加のお申し込みにつきましては、同封の別紙出欠通知書に御記入いただき、令和

５年１月３１日（火）までに、ＦＡＸ（０９８５－２２－５４７２）又は郵送にて御回報くだ
さい。多数の御参加をお待ちしております。

記

１ 日 時 令和５年２月２２日（水） 午後１時３０分～３時１０分

２ 場 所 宮崎観光ホテル東館３階 「碧燿・翠燿」

３ 内 容 インボイス制度への正しい理解と向き合い方

４ 講 師 税理士法人アイビーパートナーズ

代表社員・税理士 海 野 理 香 様

５ 定 員 １５０名（定員になり次第、締め切らせていただきます。）

６ 参 加 費 無 料

問い合わせ先
（公社）宮崎法人会事務局

TEL 0985-31-7880
FAX 0985-22-5472



（別 紙）

令和 年 月 日

公益社団法人 宮崎法人会事務局 行

（ＦＡＸ０９８５－２２－５４７２）

法人名等

代表者名

電 話

Ｆ Ａ Ｘ

インボイス制度導入対応研修会出欠通知書

（令和５年２月２２日開催）

【出席、欠席のいずれかに〇印をお願いします。】

１ 出席します

ご参加の方の役職・お名前

役 職 名 お 名 前

２ 欠席します


